
第67回　羽島郡駅伝競走大会入賞者（当町関係分 敬称略）

総合成績 区間賞
中学男子
優勝 笠松中駅伝部 チームはやて
第4位 笠松中駅伝部 チームひかり
一般女子の部
優勝 JUROKU笠松B
中学女子
優勝 笠松中駅伝部 チームさくら
第4位 笠松中学校女子バスケットボール部

中学男子の部
第1区 平山 秀弥（笠松中駅伝部チームはやて）
第3区 置村 悠宜（笠松中駅伝部チームはやて）
第4区 間宮 歩士（笠松中駅伝部チームひかり）
第5区 村瀬 琉牙（笠松中駅伝部チームはやて）
一般女子の部
第1区 荒井 菜津美（JUROKU笠松B）
第2区 後藤 美咲（JUROKU笠松B）
第3区 安田 智咲（JUROKU笠松B）
第4区 安田 博美（JUROKU笠松B）
第5区 加藤 めぐ美（JUROKU笠松B）
中学女子の部
第1区 江口 心桜（笠松中駅伝部チームさくら）
第4区 児玉 紘和（笠松中学校女子バスケットボール部）
第5区 古田 楓（笠松中駅伝部チームさくら）

今月の納税納付期限は3月2日（月）です 期限内納付にご協力ください
国民健康保険税
後期高齢者医療保険料
介護保険料

保育料（0～2歳児）
放課後児童クラブ利用料
学校給食費
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8期分
8期分
9期分

2月分
2月分
10期分（2月分）

金融機関などの窓口納付や口座振替のほかに、簡単に納付できる税金、料金があります。
◎バーコードがある納付書
　コンビニやスマートフォン決済アプリでも納付できます。
　利用できる税金、料金、利用期限や利用上限額など、詳しくは町ホームページをご覧くだ
さい。
◎QRコードやeL番号がある納付書
　固定資産税と軽自動車税種別割の納付書に「QRコード（eL‐QR）」や「eL番号（納付
書番号）」の記載がある場合は、より多くのスマートフォン決済アプリやクレジットカード払い
などの多様な納付方法が選択できます。詳しくは、「地方税お支払サイト」をご覧ください。
◎クレジットカードでの支払い
　水道料金・下水道使用料はクレジットカードでもお支払いいただけます。あらかじめ申請
手続きが必要です。詳しくは町ホームページをご覧ください。

2月のカレンダー

■今月のお休み

■今月のおはなしかい

図書室からのお知らせ

笠松中央
交流センター

27日（金）

松枝
交流センター

総合
交流センター

笠松中央交流センター
14日（土）10：30～

　図書室利用者カードの交付から5年以上経過してい
る方は、図書室窓口で更新手続きをしてください。

各種相談窓口
内　　容 日にち 受付時間 場　所

法律相談・
悩みごと相談

消費生活相談

人権よろず相談

介護相談

こころの巡回相談・
障がい者就労相談

知的障がい者
相談

身体障がい者
相談

行政相談

心配ごと相談

18日（水）13：00～15：00
（20分/人） 福祉会館

※事前に電話でお申し込みください。☎388‐1111
※笠松町在住の方に限る。

2日（月）
16日（月）

9：00～15：00 役場
環境経済課

13日（金）13：30～15：30
☎388‐1301

福祉会館
人権擁護委員
岩村 雅人（門　間）　　千村 ゆかり（東陽町）
勅使川原 久貴子（西宮町）
大野 健司（下柳川町）　纐纈 英子　（田　代）
杉山 詞一（円城寺）　　森 眞理子　（米　野）

行政相談員
安達 すえ子（北　及）　森 光彌（米　野）

※事前に電話でお申し込みください。☎388‐7133

※精神障がい者やそのご家族が対象です。
2月12日（木）までに電話でお申し
込みください。☎388‐7171

月曜日～金曜日
（祝日は除く） 8：30～17：15

19日（木）13：00～14：30 福祉健康センター

福祉会館

在宅相談　知的障害者相談員
樋口 一子　（北　及） ☎388‐3705

在宅相談　身体障害者相談員
岩田 賢一　（田　代） ☎388‐0068
田島 佳代子（無動寺） ☎388‐2235

13日（金）13：30～15：30
在宅相談　担当地域民生委員

地域
包括支援センター

（福祉健康センター内）

内　　容 日にち 受付時間 場　所

☎388‐7171

妊娠・出産
子育て

総合相談

月曜日～金曜日
（祝日は除く） 8：30～17：15

こども家庭
センター

（福祉健康センター内）

スマートフォン決済アプリ

地方税お支払サイト

クレジットカードでの支払い

第4回　笠松町議会定例会議決結果（12月5日開会　12月12日閉会）
第74号　令和7年度笠松町一般会計補正予算（専決第3号）の

専決処分の承認
補正額 1,564,000円
補正後歳入歳出予算額 8,963,896,000円

［主な補正内容］
・業務で使用しているシステムについて、国の標準準拠システ

ムへの移行時期が令和7年11月から令和8年度に延期とな
ったため、現システムの使用料を3月分まで増額

第75号　笠松町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関す
る基準を定める条例

こども誰でも通園制度の開始に伴い、実施施設の設備や職
員数、運営方法などに関する基準を規定

第76号　児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関
係条例の整備に関する条例

児童福祉法等の一部が改正されたため、引用する条項等を
整備

第77号　令和7年度笠松町一般会計補正予算（第8号）
補正額 270,814.000千円
補正後歳入歳出予算額 9,234,710,000千円

［主な補正内容］
・標準準拠システム移行時期の延期に伴う減額
・行政無線デジタル戸別受信機の購入に伴う増額
・かさまつ応援寄附金の増加による必要経費の増額
・地域密着型サービス介護施設の増築工事補助金を計上
・障がい者自立支援給付事業の利用増による増額
・福祉医療診療件数の増加による増額
・創業者支援事業補助金の利用増による増額
・道路修繕工事などによる増額
・松枝小学校トイレ改修工事設計業務委託の計上
・小学校における行事の際のタクシー代を増額
・笠松中央交流センター非常照明器具の修繕料を計上

第78号　令和7年度笠松町介護保険特別会計補正予算（第3
号）

補正額 1,716.000千円
補正後歳入歳出予算額 2,584,054,000千円

［補正内容］
・令和7年度税制改正に伴うシステム改修による増額
・介護予防ケアマネジメント費の増額

［全て可決］

第4回　笠松町議会臨時会議決結果（12月22日開会　同日閉会）
〇令和7年の人事院勧告に基づく給与改定に伴う条例改正
第79号　笠松町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当

に関する条例の一部を改正する条例
第80号　笠松町常勤の特別職職員の給与に関する条例の一

部を改正する条例
第81号　笠松町職員の給与に関する条例の一部を改正する

条例
第82号　笠松町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関

する条例の一部を改正する条例
第83号　令和7年度笠松町一般会計補正予算（第9号）

補正額 252,973,000円
補正後歳入歳出予算額 9,487,683,000円

［主な補正内容］
・物価高騰対策に伴う国からの交付金を活用し、①商工会ク

ーポン券発行、②水道基本料金減免、③医療・介護・障害福
祉施設への支援金交付、④子育て応援手当支給を行うこと
による増額

・篤志者からの寄附により、笠松中学校東門一帯の改修・洗
浄等を行う工事費を増額

・給与改定に伴う増額
第84号　令和7年度笠松町国民健康保険特別会計補正予算

（第3号）
補正額 732,000円
補正後歳入歳出予算額 2,102,069,000円

［補正内容］
・給与改定に伴う増額

第85号　令和7年度笠松町介護保険特別会計補正予算（第4
号）

補正額 959,000円
補正後歳入歳出予算額 2,585,013,000円

［補正内容］
・給与改定に伴う増額

［全て可決］

2月のおすすめ番組

令和8年2月号
第1185号20 令和8年2月号
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